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◆用語説明◆ 
 

◎この手引きは、屋外広告物法、松山市屋外広告物条例及び施行規則に基づいています。 

◎この手引きの中で、「条例」は松山市屋外広告物条例、「規則」は松山市屋外広告物条例施行規則

のことをいいます。 

禁止地域 条例第５条各号に掲げる地域（Ｐ６参照）。 

原則、広告物の表示はできないが、適用除外として定める基準を満たすもので

あれば、表示することができる地域。 

広告物活用地区 条例第８条第１項で指定する地区（Ｐ４１参照）。 

活力ある街並みを維持する上で、広告物が重要な役割を果たしている地域や 

場所として市⾧が指定する地区。 

許可地域 禁止地域、広告物活用地区以外の地域。 

許可基準を満たして、許可を受けて広告物を表示することができる地域。 

禁止物件 条例第６条第１項に規定する物件。 

原則、広告物の表示はできないが、適用除外として定める基準を満たすもので

あれば、表示することができる物件。 

自家用広告物 条例第 10 条第２項第１号に規定する広告物等。 

自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表

示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場等に表示し、又は設置す

る広告物又は掲出物件。 

管理用広告物 条例第 10 条第２項第２号に規定する広告物等。 

自家用広告物とは別に、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき

表示し、又は設置する広告物又は掲出物件。 

１事業所等 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場。 

主要地方道 松山伊予線、松山空港線、松山港線、松山北条線、伊予松山港線、 

伊予川内線、松山港内宮線、松山東部環状線、北条玉川線、中島環状線。 

鉄道等 鉄道、軌道、索道。 

 


